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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 表裏両層に複数の割竹様凸条よりなる立体模様部を並列状に形成し外周端縁を接合した
熱可塑性合成樹脂製の中空成形体であって、隣接する前記立体模様部を互いに一定幅の帯
状平坦部を介して形成し、かつ表裏両層を左右方向に前記立体模様部の１列分を、上下方
向に所定幅分を夫々合じゃくり状にずらし、ずらし出された各縁部の前記立体模様部の対
応層には平坦な継手部を形成するとともに、前記各帯状平坦部の１部において表裏両層を
接合した補強部を形成することによって、中空成形体内の空間を実質的に連通状態とし、
　前記平坦状継手部で互いに連結する一方の中空パネルの前記立体模様部に連結用ボルト
を挿入するためのボルト挿入孔を複数箇所設け、他方の中空パネルの前記継手部に前記ボ
ルト挿入孔に対応し固定用舌片を有する板状ナットを前記平坦状継手部と面一となるよう
に装着したことを特徴とする合成樹脂製塀板用パネル。
【請求項２】
 請求項１の合成樹脂製塀板用パネルを製造するための製造方法であって、割竹様の凸状
の前記立体模様部と、隣接する該立体模様部間の前記帯状平坦部と、合じゃくり状にずら
し出された各縁部の継手部との各部分に対応するキャビティーを有し、前記各キャビティ
ーの外周縁にはシート挟着部を、また前記各キャビティーの内面と前記シート挟着部には
微細な多数の空気吸引孔と、さらに前記継手部に対応するキャビティーの各平坦部には進
退自在な少なくとも１個以上の加圧空気導入ノズルとが設置されており、さらにまた前記
各帯状平坦部の１部において表裏両層を接合するための隆起部が形成された左右一対の金
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型を用い、該金型間に熱可塑性合成樹脂を可塑化した円筒状のパリソンを両金型の面方向
に偏平化させて垂下させ、両金型を閉じながら前記空気吸引孔から負圧吸引しつつ前記熱
可塑性合成樹脂の表裏両層を前記シート挟着部で挟着して接合するとともに、両金型のキ
ャビティーに吸着させながら、前記加圧空気導入ノズルを前記熱可塑性合成樹脂の両層間
に侵入させて加圧空気を導入し、キャビティーの前記隆起部では前記熱可塑性合成樹脂の
両層を接合する以外は、全空間を実質的に連通状態にして中空状としたのち、前記加圧空
気導入ノズルを後退させて中空成形体を取出し、前記立体模様部の外周を切除することを
特徴とし、
　前記平坦継手部に対応するキャビティーの所定部分であって、前記ボルト挿入孔に対応
する位置にマグネットを装置し、該マグネットに前記板状ナットを仮止めしたのち、中空
成形体を成形するものとした合成樹脂製塀板用パネルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、庭園の塀や垣根に用いられる、合成樹脂製の塀板用パネルおよびその製造方
法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、和風の庭園等には、天然竹の割竹を使い、これを複数本の柱と胴縁による枠組みに
、縦に多数並列して取付け、前記胴縁と割竹と同材の押え縁との間に縦に多数並列状に挟
み、棕縄等により固定した竹垣が、塀や垣根に古くから賞用されてきた。
【０００３】
ところが、天然竹を使った塀や垣根は、雅趣なおもむきを与える反面、その製作には高度
の熟練と手間を要しするだけでなく、太陽光、風雨、気温変化等の自然環境に晒されて、
変色し、腐食して朽ち、耐久性に劣るというという欠点がある。そして、最近ではむしろ
コスト的にも高くつくものとなっている。
【０００４】
近年、上記のような天然竹による欠点を解消するために、合成樹脂を用いて、天然竹の風
合を外観的に取入れるべく形状と色彩を模し、割竹を多数連接し一体化した外観に仕上げ
、塀や垣根としての作業を簡単にし、しかも耐久性に富むパネル体としたものが知られて
いる。例えば、特許第２５２７１４６号公報（公知例１）には、天然竹の色彩を有する合
成樹脂製の断面円弧状の細長い割竹形状の割竹部を幅方向に多数連接してパネル状本体を
形成するとともに、前記パネル状本体の側端の一方または両方に該側端に沿って該パネル
本体の厚み幅の凹溝部を設けかつ該凹溝部の外側には接続部を一体に張設した合成樹脂製
竹パネルが開示されており、また特開昭６３－１６１２７３号公報（公知例２）には、前
記公知例１の合成樹脂製竹パネルと同様のパネルとともに、天然竹の色彩に着色せしめた
合成樹脂製にて表裏両面対向状の細長い割竹形状に形成せしめた割竹部を短手方向に連続
形成せしめたパネル体が開示されている。
【０００５】
ところが、前記公知例１のパネルは、パネル同士を連結する際に、他のパネルの側端を前
記凹溝部に収容載置するだけで連結できるから、パネル同士の連結が簡単容易にかつ確実
に行えしかも継ぎ目がほとんど目立たず外観美麗であるという利点はあるものの、パネル
はそれ自体が片面用に構成されているものであり、これを両面の塀や垣根として用いる場
合には、柱間の胴縁に両側面から個々のパネルを棕縄や釘によって取付けを行わねばなら
ず、塀や垣根の現場施工は決して簡単容易とはいえない。
【０００６】
また、前記公知例２のパネルは、その両側端に互いに雌雄嵌合する凸部と凹溝を形成する
かまたは対向する突片を設けて連結できるから、パネル同士の連結が簡単容易にかつ確実
に行えしかも継ぎ目がほとんど目立たず外観美麗である点で前記公知例１と同様の利点を
有し、しかもパネルの両面に割竹形状が形成されている点では前記公知例１に比べて現場
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施工がやや簡単になるといえる。しかしながら、まだ現場施工が簡単容易というには不十
分であり、その上パネル自体は両面が断面円弧状に膨出した部分と谷状部分との連続形状
を有するものであり、かつ中実体であるから、パネルの強度を確保する上で厚さを縮小す
るにも限度があり必然的に重量の大きいものとなり、材料コストも高いものとなるという
欠点がある。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
この発明は、かかる従来の欠点を解決して、この種合成樹脂製の塀板用パネルの連結を簡
単容易に行え、かつ確実にして強固に施工することができ、しかも顕著な立体感を呈し、
外観品質に優れた構造の合成樹脂製塀板用パネルとその製造方法を提供することを目的と
する。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
すなわち、この発明の第１の発明は、表裏両層に複数の割竹様凸条よりなる立体模様部を
並列状に形成し外周端縁を接合した熱可塑性合成樹脂製の中空成形体であって、隣接する
前記立体模様部を互いに一定幅の帯状平坦部を介して形成し、かつ表裏両層を左右方向に
前記立体模様部の１列分を、上下方向に所定幅分を夫々合じゃくり状にずらし、ずらし出
された各縁部の前記立体模様部の対応層には平坦な継手部を形成するとともに、前記各帯
状平坦部の少なくとも１部において表裏両層を接合した補強部を形成することによって、
中空成形体内の空間を実質的に連通状態としたことを特徴とする合成樹脂製塀板用パネル
を要旨とする。
【０００９】
また、この発明の第２の発明は、請求項１の合成樹脂製塀板用パネルを製造するための製
造方法であって、割竹様の凸状の前記立体模様部と、隣接する該立体模様部間の前記帯状
平坦部と、合じゃくり状にずらし出された各縁部の平坦継手部との各部分に対応するキャ
ビティーを有し、前記各キャビティーの外周縁にはシート挟着部を、また前記各キャビテ
ィーの内面と前記シート挟着部には微細な多数の空気吸引孔と、さらに前記平坦継手部に
対応するキャビティーの各平坦部には進退自在な少なくとも１個以上の加圧空気導入ノズ
ルとが設置されており、さらにまた前記各帯状平坦部の少なくとも１部において表裏両層
を接合するための隆起部が形成された左右一対の金型を用い、該金型間に熱可塑性合成樹
脂を可塑化した円筒状のパリソンを両金型の面方向に偏平化させて垂下させ、両金型を閉
じながら前記空気吸引孔から負圧吸引しつつ前記熱可塑性合成樹脂の表裏両層を前記シー
ト挟着部で挟着して接合するとともに、両金型のキャビティーに吸着させながら、前記加
圧空気導入ノズルを前記熱可塑性合成樹脂の両層間に侵入させて加圧空気を導入し、キャ
ビティーの前記隆起部では前記熱可塑性合成樹脂の両層を接合する以外は、全空間を実質
的に連通状態にして中空状としたのち、前記加圧空気導入ノズルを後退させて中空成形体
を取出し、前記立体模様部の外周を切除することを特徴とする合成樹脂製塀板用パネルの
製造方法を要旨とする。
【００１０】
以下、この発明の第１の発明である合成樹脂製塀板用パネルと、第２の発明である前記合
成樹脂製塀板用パネルの製造方法を図面にしたがって説明する。
【００１１】
まず、第１の発明の合成樹脂製塀板用パネルは、図１および図２で示すとおり、合成樹脂
製塀板用パネル（１）において、表層および裏層に複数の割竹様凸条よりなる立体模様部
（２）を一定幅（ｗ）の帯状平坦部（３）を介して並列状に形成し、外周端縁を接合する
ことによって中空状とした熱可塑性合成樹脂製の中空成形体から構成する。そして、表裏
両層を左右方向に前記立体模様部（２）の１列分を、また上下方向に所定幅分を夫々合じ
ゃくり状にずらし、ずらし出された各縁部の前記立体模様部（２）の対応層（４ａ）（４
ｂ）を平坦状にして継手部（４）を形成し、さらに前記各帯状平坦部（３）の少なくとも
１部において表裏両層を接合した補強部（３ａ）を形成することによって、中空成形体内
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の空間を実質的に連通状態とする。
【００１２】
　合成樹脂製塀板用パネル（１）は、外観的には前記の各立体模様部（２）が個々に独立
空間を形成された中空成形体のごとくに見えるが、その内部構造は、図３（イ）～（ハ）
で示す各切断部の端面で明らかなように、各立体模様部（２）において、その表裏両面を
接合した前記帯状平坦部（３）の補強部（３ａ）と、中空成形体の外周端縁を除く大部分
は、図３（ハ）で示されるように、実質的に連通状態からなる構造からなっている。
【００１３】
　ここで、前記各立体模様部（２）の間に配置された前記帯状平坦部（３）は、該帯状平
坦部（３）の存在によって前記各立体模様部（２）自体の立体間を視覚的に高める作用を
し、また前記補強部（３ａ）は、図３（ロ）で示されるように、前記帯状平坦部（３）の
一部で表裏両層を接合した構造としたから、当該パネル（１）全体の剛性を向上する役目
を果たす。
【００１４】
また、この発明の第１の発明の好ましい実施態様は、図４に示すように、合成樹脂製塀板
用パネル（１）のずらし出された各縁部において、左右ないし上下方向に他の合成樹脂製
塀板用パネル（１ｎ）を連結するために、該パネル（１ｎ）の継手部（４ｎ）に対応する
位置の立体模様部（２）の頂部に、ボルト挿入孔（５ａ）（５ｂ）を設け、さらに継手部
（４）において他の合成樹脂製塀板用パネル（１ｎ）の各ボルト挿入孔（５ｎ）に対応す
る位置に、板状ナット（６ａ）（６ｂ）を、前記継手部（４）と面一となるように埋め込
んだ状態に装着した構造の合成樹脂製塀板用パネル（１）とする。
【００１５】
この場合、合成樹脂製塀板用パネル（１）の前記ボルト挿入孔（５ａ）（５ｂ）、および
板状ナット（６ａ）（６ｂ）は、いずれも表層に設けられており、裏層には設けられてい
ない。従って、裏層は立体模様部（２）と帯状平坦部（３）とからのみ構成されているこ
ととなり、この層を視覚上の実用面として用いれば、外観的に何等違和感のない、より美
麗な視覚を与える。
【００１６】
前記のボルト挿入孔（５ａ）（５ｂ）および板状ナット（６ａ）（６ｂ）は、後述の製造
方法で述べるように、中空成形体の成形と同時に形成するものであり、ボルト挿入孔（５
ａ）（５ｂ）は図５（イ）に示すように立体模様部（２）の頂部から陥没した筒状の形状
に形成され、また板状ナット（６ａ）（６ｂ）は図５（ロ）に示すように平坦な継手部（
４）に、板状ナット（６ａ）（６ｂ）を、その固定用舌片（ｊ）に可塑化状態の合成樹脂
が絡み付いた状態で、継手部（４）と面一となるように装着する。なお、（１２）は成形
時に用いられる金型であり、（ｇ）は該金型の所定位置に装置された板状ナット（６ａ）
（６ｂ）の仮止め用のマグネットである。
【００１７】
　この発明の合成樹脂製塀板用パネル（１）を実際に施工するときは、図４に示すように
、左右あるいは上下に隣接して設置する他の当該パネル（１ｎ）と、双方の平坦な前記継
手部（４）及び（４ｎ）とを対向させて、ボルト（５）で連結し、また枠組みの柱に設置
するときは、図６に示すように、当該パネル（１）及び（１ｎ）の前記継手部（４）及び
（４ｎ）を柱（ｐ）に対向させ、一般に用いられる常法にしたがって連結すればよい。
【００１８】
また、この発明の合成樹脂製塀板用パネル（１）では、これを上下に連結する場合に、従
来のように柱（ｐ）間のパネル取付け用の胴縁を必要とせず、しかも前記継手部（４）を
含む各部分の構造が、いずれの中空成形体とも一様の形状に成形されていから、位置合わ
せが確実に行える。さらに図６のように、設置された合成樹脂製塀板用パネル（１）の上
縁部は、その継手部（４）を、例えば笠木（ｑ）により覆い隠す態様とし、これと対向さ
せて常法にしたがって連結すればよい。
【００１９】
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なお、この発明においては、第１の発明に関連した上述の好ましい実施態様の他に、変形
態様として合成樹脂製塀板用パネル（１）の板状ナット（６ａ）（６ｂ）を装着する位置
に、該板状ナット（６ａ）（６ｂ）に置き換えて前記ボルト挿入孔（５ａ）（５ｂ）と同
様のボルト挿入孔を、図５（イ）と同様の形態に裏層の立体模様部（２）の頂部にも設け
ることにして、合成樹脂製塀板用パネル（１）および（１ｎ）を、互いに対応する前記ボ
ルト挿入孔（５ａ）（５ｂ）に通常のボルトナット形式によりボルトを一方から挿入し他
方にナットを対置させてボルト締め（図示省略）することにより、連結する構造のものと
することも可能である。この場合は、前記板状ナット（６ａ）（６ｂ）を用いる場合より
若干外観品質的に劣るものの、前記板状ナット（６ａ）（６ｂ）のような特殊形状のナッ
トの装着は不要となる。
【００２０】
この発明の合成樹脂製塀板用パネル（１）は、それ自体の構造が中空成形体で構成された
ものであるから、重量的に軽量であり、しかも前記各帯状平坦部（３）に補強部（３ａ）
が形成されたものであるから剛性が高く、また、中空成形体内の全ての空間を実質的に連
通状態とした構造としたから、中空成形体の少なくとも一箇所に外部に通ずる通気孔を設
ければ、外気温度の変化に拘らず膨脹収縮による変形は起こらない。この場合の通気孔は
、実際には後述の成形方法において示す成形装置の加圧空気導入ノズルによってできる挿
通孔をそのまま利用することができる。
【００２１】
この発明の合成樹脂製塀板用パネル（１）に用いられる合成樹脂としては、例えばＡＥＳ
樹脂（アクリルニトリル－エチレンプロピレンゴム－スチレン共重合体）、ＰＶＣ系樹脂
（ポリ塩化ビニルまたはポリ塩化ビニルを主体とする塩化ビニル系共重合体）、ＰＰ樹脂
（ポリプロピレン）等の熱可塑性合成樹脂が用いられる。
【００２２】
　つぎに、この発明の第２の発明の合成樹脂製塀板用パネルの製造方法について説明する
。なお、以下に説明する製造方法では、ダイスヘッドから可塑化した熱可塑性合成樹脂を
押出装置から円筒状に押出したパリソンを、左右一対の金型の間に垂下させて前記金型を
閉じることにより成形する方法を採用するが、このほか本発明の合成樹脂製塀板用パネル
の製造方法として、前記パリソンに替えて可塑化した熱可塑性合成樹脂を板状にして一定
間隔並列状に押出した２枚の板体を成形する方法も採用することができる。
【００２３】
図７および図８において、（１１）は上方の押出装置（図示省略）から円筒状に押出し、
左右一対の金型（１２ａ）（１２ｂ）の間に、該金型の面方向に偏平化させて垂下させた
熱可塑性合成樹脂からなる可塑化したパリソンである。
【００２４】
前記金型（１２ａ）（１２ｂ）には、前記合成樹脂製塀板用パネル（１）の立体模様部（
２）と、隣接する該立体模様部間の前記帯状平坦部（３）と、合じゃくり状にずらし出さ
れた各縁部の継手部（４）との各部分に対応するキャビティー（１３ａ）（１３ｂ）を有
し、前記各キャビティー（１３ａ）（１３ｂ）の外周縁にはシート挟着部（１４ａ）（１
４ｂ）を、また前記各キャビティー（１３ａ）（１３ｂ）の内面と前記シート挟着部（１
４ａ）（１４ｂ）には、外部の吸引装置（ｓ）に通じる微細な多数の空気吸引孔（ｈ）と
、さらに前記継手部（４）に対応するキャビティー（１３ａ）（１３ｂ）の各平坦部（ｆ
）には進退自在な少なくとも１個以上の空気加圧装置（図示省略）に通じる加圧空気導入
ノズル（１５）とが設置されており、さらにまた前記各帯状平坦部（３）の少なくとも１
部において表裏両層を接合するための隆起部（ｍ）が形成されている。
【００２５】
合成樹脂製塀板用パネル（１）を成形するには、前記金型（１２ａ）（１２ｂ）を用い、
まず可塑化した円筒状のパリソン（１１）を偏平化させて前記金型（１２ａ）（１２ｂ）
間に垂下させ、図９に示すように、両金型（１２ａ）（１２ｂ）を閉じながら、空気吸引
孔（ｈ）から負圧吸引しつつ前記熱可塑性合成樹脂の表裏両層を前記シート挟着部（１４
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ａ）（１４ｂ）で挟着して接合し、同時に両金型（１２ａ）（１２ｂ）のキャビティー（
１３ａ）（１３ｂ）に吸着させながら、前記加圧空気導入ノズル（１５）を前記熱可塑性
合成樹脂の両層間に侵入させて加圧空気を導入し、キャビティーの前記隆起部（ｍ）では
前記熱可塑性合成樹脂の表裏両層を接合させて、それ以外の部分では全空間を実質的に連
通状態にして中空状とする。
【００２６】
しかるのち、中空状の成形体を型内冷却し、前記加圧空気導入ノズル（１５）を後退させ
て中空成形体を取出し、その外周を前記立体模様部（２）に沿って切除することにより、
合成樹脂製塀板用パネル（１）を得る。
【００２７】
　この発明の製造方法において、前記第１の発明の好ましい実施態様である前記合成樹脂
製塀板用パネル（１）を成形するには、これらを複数連結するための構造に対して、図５
（イ）（ロ）に示すように、ボルト挿入孔（５ａ）（５ｂ）および板状ナット（６ａ）（
６ｂ）を設けるが、ボルト挿入孔（５ａ）（５ｂ）に対してはこれに対応する突状片（図
示省略）をキャビティー（１３ａ）（１３ｂ）のいずれか一方の所定位置に設置して、こ
れにより成形時に同時成形し、また板状ナット（６ａ）（６ｂ）に対しては、図５（ロ）
のように、継手部（４）に対応する前記突条片を設置した側のキャビテイー（１３ａ）ま
たは（１３ｂ）にマグネット（ｇ）を装置し、これに前記板状ナット（６ａ）（６ｂ）を
仮止めして、成形時に前記板状ナット（６ａ）（６ｂ）の固定用舌片（ｊ）を可塑化状態
の合成樹脂に埋没させて、継手部（４）と面一となるように装着する。
【００２８】
なお、通常のボルトナット形式により連結する構造の前記変形態様としての合成樹脂製塀
板用パネル（１）を成形するには、前記ボルト挿入孔（５ａ）（５ｂ）と同様のボルト挿
入孔を、図５（イ）と同様の形態で裏層の立体模様部（２）の頂部にも設けるのであるか
ら、裏層の当該ボルト挿入孔に対応する突状片（図示省略）を裏層に対応するキャビティ
ー（１３ａ）（１３ｂ）のいずれか他方の所定位置にも設置して成形すればよい。従って
、この場合は前記板状ナット（６ａ）（６ｂ）を装着しないから、前記マグネット（ｇ）
の装置は不要となる。
【００２９】
また、上記の製造方法において、成形中に熱可塑性合成樹脂の両層間に加圧空気を導入す
るために、合成樹脂製塀板用パネル（１）の表裏両層の継手部（４）に、加圧空気導入ノ
ズル（１５）が貫通した挿通孔（ｒ）ができるが、当該挿通孔（ｒ）は中空成形体内部を
外部と連通させるための通気孔として残す。前記挿通孔（ｒ）は、これを通して中空成形
体内外の空気が自由に出入することができるから、合成樹脂製塀板用パネル（１）が外気
温度の変化により膨脹収縮を起こし変形するのを防止する作用をする。
【００３０】
この発明による合成樹脂製塀板用パネル（１）の製造方法は、基本的には通常の成形装置
により通常の手順で成形されるものであるが、上記のように熱可塑性合成樹脂を可塑化し
た円筒状のパリソン（１１）を、合成樹脂製塀板用パネル（１）の表裏両層に形成する割
竹様の立体模様部（２）と、隣接する該立体模様部間の帯状平坦部（３）と、合じゃくり
状にずらし出された各縁部の継手部（４）との各部分に対応するキャビティーを有した一
対の金型により中空成形体を成形する工程と、切除する工程のみで、合成樹脂製塀板用パ
ネル（１）を製造することができ、形状が一様なパネルを容易に量産することができる。
【００３１】
なお、この発明による製造方法においては、前記金型（１２ａ）（１２ｂ）の構造を変更
し、合成樹脂製塀板用パネル（１）を複数枚同時に成形できるようにすることもできる。
【００３２】
【実施例】
　まず、対象とする合成樹脂製塀板用パネルの形状として、図１に示すとおりの外観であ
って、断面における曲率半径が約２６ｍｍ、割り幅が４５ｍｍ、長さ６１０ｍｍの割竹様
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凸条よりなる立体模様部（２）を１２条と、隣接する前記立体模様部との間に、中間の補
強部（３ａ）に相当する部分では幅約４ｍｍ、その他の部分では幅５ｍｍの帯状平坦部（
３）を１１条とを表層に形成し、裏層には表層と同形状、同数の前記立体模様部（２）と
帯状平坦部（３）とを、左方向に前記立体模様部（２）の１列分を、また上方向に３０ｍ
ｍを、表裏両層で合じゃくり状にずらし、ずらし出された各縁部の前記立体模様部（２）
の裏面となる対応層には平坦な継手部（４）を形成し、さらに前記中間の補強部（３ａ）
に相当する部分では表裏両層を接合した構造を採用した。
【００３３】
また、連結用のボルト挿入孔（５ａ）を、表層右端の立体模様部（２）の頂部に上下端部
から夫々７０ｍｍの位置に２個、さらにボルト挿入孔（５ｂ）を右端から３条目および左
端から２条目の立体模様部（２）の下端から１５ｍｍの位置に各１個設けるものとし、さ
らに表層の前記継手部（４）に他の当該パネルの前記ボルト挿入孔（５ａ）に対応する位
置に、厚さ１．８ｍｍ、幅１８ｍｍ、長さ４２ｍｍの鉄板を固定用舌片（ｊ）を板金加工
し、中央に雌ネジを形成した板状ナット（６ａ）（６ｂ）を夫々設けるものとした。
【００３４】
つぎに、合成樹脂製塀板用パネルの材料としてＡＥＳ樹脂を採用し、通常のブロー成形法
の押出装置を用いて直径約５０ｃｍ、厚さ約５ｍｍのパリソン（１１）を押出し、図７お
よび図８に示すように、前記の構成の合成樹脂製塀板用パネルにおける、立体模様部（２
）、帯状平坦部（３）および継手部（４）に対応するキャビテー（１３ａ）（１３ｂ）を
有する一対の金型（１２ａ）（１２ｂ）を採用し、前記金型（１２ａ）（１２ｂ）のいず
れか一方に、前記ボルト挿入孔（５ａ）（５ｂ）に対応する位置に突状片と、前記板状ナ
ット（６ａ）（６ｂ）を仮止めしたのち、該金型（１２ａ）（１２ｂ）間に前記パリソン
（１１）を偏平化して垂下させ、両金型（１２ａ）（１２ｂ）を閉じ、空気吸引孔（ｈ）
からの負圧吸引、加圧空気導入ノズル（１５）の加圧空気の導入操作を行って、常法の手
順により成形した。さらに、中空成形体を金型（１２ａ）（１２ｂ）を開いて取り出し、
その外周の立体模様部（２）に沿って切除して、合成樹脂製塀板用パネル（１）を得た。
【００３５】
上記で得られた合成樹脂製塀板用パネル（１）は、剛性が高く、一方の層にはボルト挿入
孔も板状ナットも存在せず美観に優れ、また表裏両層の立体模様部（２）は帯状平坦部（
３）と相俟って顕著な立体感を呈するものであった。
【００３６】
【発明の効果】
以上のように、この発明の第１の発明である合成樹脂製塀板用パネルは、表裏両層に複数
の割竹様凸条よりなる立体模様部を並列状に形成し外周端縁を接合した熱可塑性合成樹脂
製の中空成形体であって、隣接する前記立体模様部を互いに一定幅の帯状平坦部を介して
形成し、かつ表裏両層を左右方向に前記立体模様部の１列分を、上下方向に所定幅分を夫
々合じゃくり状にずらし、ずらし出された各縁部の前記立体模様部の対応層には平坦な継
手部を形成するとともに、前記各帯状平坦部の少なくとも１部において表裏両層を接合し
た補強部を形成することによって、中空成形体内の空間を実質的に連通状態としたから、
重量が軽量であるとともに全体の剛性が高く強度に優れるという効果を有し、また帯状平
坦部の存在により、立体模様部が直接に連設された従来のこの種パネルに比較して、各立
体模様部の立体的視覚効果をより高めることができ、顕著な立体感を呈する外観品質に優
れた効果を有するものとなる。
【００３７】
　また、この発明の合成樹脂製塀板用パネルは、前記平坦状継手部で互いに連結する一方
の中空パネルの前記立体模様部に連結用ボルトを挿入するためのボルト挿入孔を複数箇所
設け、他方の中空パネルの前記平坦状継手部に前記ボルト挿入孔に対応し固定用舌片を有
する板状ナットを前記平坦状継手部と面一となるように装着したから、合成樹脂製塀板用
パネル同士の連結が簡単容易であるという効果があり、しかも１枚の合成樹脂製塀板用パ
ネルの表裏いずれかの層にボルト挿入孔と板状ナットとを設けたから、他方の層は立体模
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様部と帯状平坦部とからのみ構成されていることとなり視覚上の実用面として、外観的に
違和感のない、美麗な外観を呈するものとなるという利点がある。
【００３８】
さらに、この発明の第２の発明である合成樹脂製塀板用パネルの製造方法は、割竹様の凸
状の前記立体模様部と、隣接する該立体模様部間の前記帯状平坦部と、合じゃくり状にず
らし出された各縁部の継手部との各部分に対応するキャビティーを有し、前記各キャビテ
ィーの外周縁にはシート挟着部を、また前記各キャビティーの内面と前記シート挟着部に
は微細な多数の空気吸引孔と、さらに前記継手部に対応するキャビティーの各平坦部には
進退自在な少なくとも１個以上の加圧空気導入ノズルとが設置されており、さらにまた前
記各帯状平坦部の少なくとも１部において表裏両層を接合するための隆起部が形成された
左右一対の金型を用い、該金型間に熱可塑性合成樹脂を可塑化した円筒状のパリソンを両
金型の面方向に偏平化させて垂下させ、両金型を閉じながら前記空気吸引孔から負圧吸引
しつつ前記熱可塑性合成樹脂の表裏両層を前記シート挟着部で挟着して接合するとともに
、両金型のキャビティーに吸着させながら、前記加圧空気導入ノズルを前記熱可塑性合成
樹脂の両層間に侵入させて加圧空気を導入し、キャビティーの前記隆起部では前記熱可塑
性合成樹脂の両層を接合する以外は、全空間を実質的に連通状態にして中空状としたのち
、前記加圧空気導入ノズルを後退させて中空成形体を取出す工程と、前記立体模様部の外
周を切除する工程とよりなる製造方法であるから、工程が短縮されるのみならず形状の一
様なパネルを容易にかつ安価に量産することができるという効果がある。
【００３９】
　さらにまた、この発明の合成樹脂製塀板用パネルの製造方法は、前記平坦継手部に対応
するキャビティーの所定部分であって、前記ボルト挿入孔に対応する位置にマグネットを
装置し、該マグネットに前記連結用板状ナットを仮止めしたのち、中空成形体を成形する
こととしたから、従来のこの種パネルのように成形後に連結用具を取付けたり連結用の孔
を設ける必要がなく、連結用板状ナットを所定の位置に正確にかつ安価に取付けることが
できるという利点がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の合成樹脂製塀板用パネルを示す斜視図である。
【図２】　この発明の合成樹脂製塀板用パネルを示す平面図である。
【図３】　この発明の合成樹脂製塀板用パネルの切断端面図であり、図３（イ）は図２の
Ａ－Ａ線切断端面図、図３（ロ）は同じくＢ－Ｂ線切断端面図、図３（ハ）は同じくＣ－
Ｃ線切断端面図である。
【図４】　複数の合成樹脂製塀板用パネルの連結設置状態を説明するための概念図である
。
【図５】　合成樹脂製塀板用パネルの連結手段を示す断面図であり、図５（イ）はボルト
挿入孔、図５（ロ）は連結用板状ナットを示す。
【図６】　合成樹脂製塀板用パネルの設置状態を示す概念図である。
【図７】　この発明の合成樹脂製塀板用パネルの製造方法を説明するための概念図であっ
て、成形工程の開始時における成形装置の縦断面図である。
【図８】　この発明の合成樹脂製塀板用パネルの製造方法を説明するための概念図であっ
て、成形工程の開始時における成形装置の横断面図である。
【図９】　この発明の合成樹脂製塀板用パネルの製造方法を説明するための概念図であっ
て、成形工程の最中における成形装置の横断面図である。
【符号の説明】
１、１ｎ…合成樹脂製塀板用パネル
２…立体模様部
３…帯状平坦部
３ａ…補強部
４、４ｎ…継手部
５…ボルト
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５ａ、５ｂ…ボルト挿入孔
６ａ、６ｂ…板状ナット
１１…パリソン
１２ａ、１２ｂ…金型
１３ａ、１３ｂ…キャビティー
１４ａ、１４ｂ…シート挟着部
１５…加圧空気導入ノズル
ｆ…平坦部
ｇ…マグネット
ｈ…空気吸引孔
ｊ…固定用舌片
ｍ…隆起部
ｎ…挿通孔

【図１】 【図２】
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